
令和３年１２月３日公布 

我孫子市訓令第２０号 
 

 我孫子市自動発行機の管理等に関する要綱を廃止する訓令を次のように定め

る。  

 

 

令和３年１２月３日  

 

 

                 我孫子市長 星 野 順一郎      

 

我孫子市訓令第２０号  

 

                          庁 中 一 般  

 

我孫子市自動発行機の管理等に関する要綱を廃止する訓令  

 

 我孫子市自動発行機の管理等に関する要綱（平成７年訓令第２３号）は、廃

止する。  

 

   附 則  

 この訓令は、令和４年１月１日から施行する。  

 


